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適正な排出方法について

環境局事業系廃棄物対策課
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１．ごみの種類 家庭系と事業系

ごみは２種類

① 家庭系

一般家庭での日常生活から出るごみ

② 事業系

会社などの事業から出るごみ

障害福祉サービス等により出るごみも事業系



１．ごみの種類 家庭系と事業系

ごみ処理にはコストがかかる。

〇 クリーンセンターでの処理費用

〇 収集運搬費用

① 家庭系

無料（税で負担）

② 事業系

有料（排出者が負担）



２．事業系ごみの排出
（１）ごみ袋

「事業系のごみ袋」を使用

家庭系のごみ袋より価格が高い。

クリーンセンターでの処理費用を含んでいるから。

スーパー・コンビニなどで購入可能

（カウンターの中に置いてあることもある）



２．事業系ごみの排出

（２）分別

事業用ごみは４分別

①可燃ごみ専用

３０リットル、４５リットル、

７０リットル、９０リットル

の４種類

白色の袋に赤で印刷



２．事業系ごみの排出

（２）分別

事業用ごみは４分別

②資源ごみ専用

３０リットル、４５リットル、

７０リットルの３種類

透明の袋に緑の印刷



２．事業系ごみの排出

（２）分別

事業用ごみは４分別

③粗大（不燃）ごみ専用

３０リットル、４５リットル、

７０リットルの３種類

透明の袋に黒の印刷



２．事業系ごみの排出

（２）分別

事業用ごみは４分別

④カセットボンベ・スプレー缶

専用

３０リットル、４５リットルの

２種類

透明の袋に紫で印刷

令和２年４月１日からの

新しい分別



２．事業系ごみの排出

（３）収集運搬

神戸市では行わない。

①許可業者に委託する。（有料）

神戸市での許可業者は２０社

神戸市環境共栄事業協同組合

電話番号 ０７８－３３１－３４７０

②自らクリーンセンターに持ち込む。

（カセットボンベ・スプレー缶を除く）



３．まとめ

①事業系ごみ袋を使用してください。

②許可業者に委託してください。

クリーンステーションへ家庭系ごみ袋で排出していること
が発覚した場合は、指導のため訪問しています。

悪質であれば、警察に通報することになります。

（法律には、刑事罰が規定されています）



４．詳しくは

神戸市のホームページのうち

「事業系一般廃棄物（お店や会社から出るごみ）」

https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/business/kankyotai
saku/enterprise/index.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/business/kankyotaisaku/enterprise/index.html

